
 令和７年度第３回印西警察署協議会

 １　開催日

 　　令和７年１２月１７日（水曜日）

 ２　開催場所

 　　印西警察署

 ３　出席者

 　・協議会委員１０人　　　・警察署１１人

 ４ 業務報告　

 （１）令和７年１０月末現在の犯罪発生状況等について

 （２）令和７年１０月末現在の交通事故発生状況等について

 （３）外国人総合対策について

 （４）警察官採用募集活動について

 ５　警察署からの諮問事項

 　　【諮問】管内の違法駐車取締り活動方針について

 　　【答申】なし

 ６　委員からの要望・意見等

 【質問】空き家における犯罪件数は増えているのか？どんなケースが多いのか？

【回答】空き家に対する犯罪は、被害期間の幅があり、また、被害状況も明らかでない場

 　　　合も多くありますが、当署管内では年間２０件から３０件位で推移しております。

　　　　被害品で多いのは、空き家にそのまま残してある現金や貴金属が狙われるケース

 　　　です。

　　　　県内では、一時期エアコンの室外機や給湯器等の金属類の盗難被害が多く発生し

　　　ていましたが、銅線ケーブル等金属盗難対策として、令和7年1月から特定金属条例

 　　　が施行されています。

 ７　答申等に対する措置結果

 【諮問】高齢者対策を効果的に推進するための手段・方法等について

 　（１）高齢者の犯罪被害を防止する対策

 【答申】民生委員との協力。

【措置】印西市、白井市では、月に１回民生委員の会合が行われており、その際に電話ｄ

 　　　ｅ詐欺の注意喚起の広報チラシを配布し、声かけの参考としていただいています。

　　　　以前は何度か会合に参加しており、今後も民生委員の方々の理解を頂き、声かけ

 　　　をお願いしたいと思います。



 【答申】具体的な事例の周知。

【措置】現在、県警では、全コンビニエンスストアにアシストポリスという名称で連携を

 　　　図っています。

　　　　これは、各コンビニエンスストアに１名の担当者を決め、担当者が定期的に立ち

　　　寄るものです。定期的に立ち寄ることにより、警察への通報をしやすくするといっ

 　　　たことを推奨しております また 立ち寄り時に防犯情報の提供などもしています。 、 。

　　　　この効果から、コンビニエンスストアからの通報も増え、電子マネーカードの購

 　　　入時にお声かけして頂き、本年も３件詐欺の未然防止をしています。

　　　　また、銀行や郵便局などの金融機関の窓口担当者の方に１０月にお集まり頂き、

 　　　詐欺防止のための通報依頼をしております。

　　　　１０月の説明の後、週に何件か通報を頂いておりまして、１１月には１件の未然

 　　　防止がされております。

 【答申】登録した電話番号以外は着信拒否にする。

【措置】従来から、固定電話の留守番電話設定を交番警察官による巡回連絡や防犯講話な

　　　どでお願いしているところですが、現在の特殊詐欺で一番多いのは、海外経由の詐

　　　欺電話です。そこで、県警では、国際電話の不取扱い設定を広報しているところで

 　　　す。

　　　　これまでは、申出書による依頼でしたが、１１月からは、ネットを使ってご自身

　　　でもできるようになりましたので、そこも併せて紹介させて頂いています。　　　

 【答申】高齢者に対する地域の情報を提供する講話。

【措置】防犯講話は、随時依頼を受けつけております。依頼があったものすべてに対応す

 　　　ることは難しいかもしれませんが、なるべく対応させて頂きたいと思います。

 【答申】標語や日めくりカレンダーの配布。

 【措置】標語や日めくりカレンダーは非常に良い意見だと思います。

 　　　今後取り組みの中で検討させて頂きたいと思います。  

 【答申】幅広い世代に訴える広報。

【措置】不特定多数、幅広い世代に訴えるのは重要で、高齢者の子供、孫の理解を得るこ

　　　とによって、詐欺の電話がかかってきたときにすぐに相談すれば多くの被害は食い

 　　　止めることができると思います。

　　　　先般イオンで年末年始特別警戒取締り出動式を行いましたが、今後もいろいろと

 　　　検討したいと思います。

 【答申】詐欺防止の寸劇。

【措置】１１月１６日に白井市の社会福祉協議会のふれあい交流会において、ＳＯＳ４７



　　　・警察庁指定の電話ｄｅ詐欺特別防犯支援官である落語家による防犯落語を実施し

 　　　ました。

 【答申】デジタルサイネージ、掲示板での注意喚起、情報発信。

 【措置】現在は、警察官採用募集活動での情報発信をお願いしています。

 　　　　今後もお願いしたい事が色々あるので、ご協力をお願い致します。

  （２）高齢者の交通事故、交通違反等を防止する対策

 【答申】高齢者の運転免許証返納は、行政とタイアップ。

【措置】高齢者が運転免許証を返納しやすい環境作りの一つとして、運転免許自主返納支

　　　援措置があります。自治体、バス、タクシー、管内企業が運賃割引や商品等の割引

　　　を行っています。現在も運転免許自主返納支援措置を広げるため支援協賛企業を募

 　　　集していますので、協賛企業等があれば教えていただきたいと思います。

 ８　その他

 　　委嘱状の交付を実施した。


